患者様へお知らせ

当院では、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項について以下のような体制を整え院内に掲示しております。

【夜間・早朝等加算】　
当院は、月・火・水・金曜日9：00～12：00/15：00～19：00、土曜日9：00～12：00を診療時間と定めています。
厚生労働省の規定により、平日18：00以降、土曜日12：00以降は「夜間早朝等加算」５０点が適用されます。前述の診療時間外の時間帯で診療を行った場合には、「時間外等加算」が適用されます。

【時間外対応加算】　　
当院では、「かかりつけ医」としての取り組みを行っており、再診時に「時間外対応加算１」(患者様1名につき1回５点)を算定させていただいております。通院中の患者様に対し、診療時間外に緊急の相談がある場合に電話等での問い合わせに対応できる体制を整えております。診療時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、可能な限り、速やかに対応することができる体制をとっています。
※時間外対応加算の「時間外」とありますが、これは「時間外の対応について体制を整備している」ことに対する加算ですので、再診料を算定するすべての患者様が対象であり、ご来院される時間にかかわらず、すべての患者様に算定しております。

【外来感染対策向上加算】
当院では、「外来感染対策向上加算」を算定しています。患者様やご家族、当院のスタッフ、その他来院者などを感染症の危険から守り、安全に過ごしていただくため、感染防止対策に積極的に取り組んでいます。感染防止のため、患者様にはご不便をおかけすることもあるかと思いますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

1.当院外来においては、患者様の受診歴の有無にかかわらず、発熱その他の感染症を疑わせる疾患（インフルエンザや新型コロナウィルス感染症など）の外来診療に対応します。
2.外来での感染防止対策として、風邪症状、発熱症状など感染症の疑われる患者様を空間的・時間的に分離し、一般診療の方とは導線を分けた診療スペースを確保して対応します。
3.当院では、院長を「院内感染管理者」と定め、クリニック全体で感染対策に取り組んでいます。院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を定期的に実施しています。
4.抗菌薬については厚生労働省の「抗微生物薬適正使用の手引き」に則り、適正に使用しています。
5.当院は、江戸川区医師会との感染対策連携を取っており、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めています。
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